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佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 
 

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
の
く
ら
し
環
境
本
部
の
課
中
「
地
球
温
暖
化
対
策
課
」
を
「
環
境
課
」
に

改
め
、
同
項
の
農
林
水
産
商
工
本
部
の
課
中
「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
」
を 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
も
の 

 

の
ほ
か
」
の
下
に
「
、
く
ら
し
環
境
本
部
に
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
を
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
に
次
の
課
を
置
く
。 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
課 

 
 

文
化
課 

 
 

ま
な
び
課 

 

第
七
条
の
男
女
参
画
・
県
民
協
働
課
の
分
掌
事
務
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五

号
を
第
三
号
と
し
、
同
課
の
分
掌
事
務
の
第
六
号
中
「
設
立
認
証
」
の
下
に
「
、
認
定
及
び

仮
認
定
」
を
加
え
、
同
号
を
同
課
の
分
掌
事
務
の
第
四
号
と
し
、
同
課
の
分
掌
事
務
中
第
七

「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
課 

 

新
産
業
・
基
礎
科
学
課
」 

「
空
港
・
交
通
課 

 
新
幹
線
活
用
・
整
備
推
進
課
」 

「
空
港
課 

 

新
幹
線
・
地
域
交
通
課
」 
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号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
の
地
球
温
暖
化
対
策
課
の
分
掌
事
務
及

び
課
名
を
削
り
、
同
条
の
く
ら
し
の
安
全
安
心
課
の
分
掌
事
務
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 

環
境
課 

 

一 

環
境
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
施
策
の
推
進
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

環
境
教
育
等
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

公
害
の
調
査
、
防
止
措
置
及
び
規
制
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

公
害
に
係
る
紛
争
処
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

地
球
温
暖
化
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
循
環
型
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
中
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
五

号
を
第
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。 

 

（
く
ら
し
環
境
本
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
七
条
の
二 

く
ら
し
環
境
本
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

 
 
 
 

ス
ポ
ー
ツ
課 

 

一 

ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

ス
ポ
ー
ツ
（
学
校
体
育
を
除
き
、
高
齢
者
及
び
障
害
者
に
係
る
ス
ポ
ー
ツ
を
含
む
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

体
育
施
設
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

文
化
課 

 

一 

文
化
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

文
化
（
文
化
財
の
保
護
を
除
き
、
高
齢
者
及
び
障
害
者
に
係
る
文
化
を
含
む
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 

三 

フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。 
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四 

世
界
遺
産
の
登
録
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 
佐
賀
県
立
宇
宙
科
学
館
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

ま
な
び
課 

 

一 

文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
生
涯
学
習
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

佐
賀
県
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

図
書
館
先
進
県
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

佐
賀
県
少
年
自
然
の
家
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条
の
医
務
課
の
分
掌
事
務
の
第
八
号
中
「
県
立
病
院
の
移
転
及
び
運
営
形
態
」
を
「
地

方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
及
び
課
名
を
削
り
、
同
条
の
国
際

交
流
課
の
分
掌
事
務
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 
 

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
課 

 

一 

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
関
連
産
業
の
研
究
開
発
支
援
及
び
集
積
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

新
産
業
・
基
礎
科
学
課 

 

一 

新
産
業
創
出
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

工
業
振
興
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

起
業
化
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

中
小
企
業
の
経
営
革
新
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

中
小
企
業
の
情
報
化
の
推
進
及
び
情
報
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

工
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

産
業
デ
ザ
イ
ン
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

電
源
三
法
に
基
づ
く
交
付
金
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

基
礎
科
学
・
新
領
域
及
び
科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 
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十 

佐
賀
県
地
域
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

佐
賀
県
立
九
州
シ
ン
ク
ロ
ト
ロ
ン
光
研
究
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
の
商
工
課
の
分
掌
事
務
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同

条
の
観
光
課
の
分
掌
事
務
の
第
六
号
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
の
土
地
対
策
課
の
分
掌
事
務
の
第
四
号
中
「
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法

律
」
の
下
に
「
に
基
づ
く
不
動
産
鑑
定
業
者
の
登
録
等
」
を
加
え
、
同
課
の
分
掌
事
務
の
第

九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

九 

測
量
法
に
基
づ
く
基
本
測
量
実
施
の
公
示
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
二
条
の
空
港
・
交
通
課
の
分
掌
事
務
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

同
課
の
課
名
を
「
空
港
課
」
に
改
め
、
同
条
の
新
幹
線
活
用
・
整
備
推
進
課
の
分
掌
事
務
に

次
の
一
号
を
加
え
、
同
課
の
課
名
を
「
新
幹
線
・
地
域
交
通
課
」
に
改
め
る
。 

 

四 

交
通
政
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
三
条
の
法
務
課
の
分
掌
事
務
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
三 

佐
賀
県
公
文
書
館
の
庶
務
及
び
会
計
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
六
条
中
「
循
環
型
社
会
推
進
課
に
環
境
監
視
整
指
導
室
」
を
「
文
化
課
に
世
界
遺
産

登
録
推
進
室
」
に
、「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
に
基
礎
科
学
・
新
領
域
振
興
室
」
を
「
建

築
住
宅
課
に
施
設
整
備
室
」
に
改
め
、「
、
空
港
・
交
通
課
に
地
域
交
通
対
策
室
を
」
を
削
る
。 

 

第
十
八
条
第
十
一
項
中
「
医
療
に
」
を
「
医
療
及
び
保
健
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援
に
関
す
る
事
務
の
一
部
又
は
」

を
削
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
二
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
環
境
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図
書
館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

博
物
館 

 

別
表
の
く
ら
し
環
境
本
部
の
項
中
「
環
境
セ
ン
タ
ー
」
を 

九
州
陶
磁
文
化
館 

 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
術
館 
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名
護
屋
城
博
物
館 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
」 

 

同
表
の
経
営
支
援
本
部
の
項
中
「
自
治
修
習
所
」
を 

 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

  
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
佐
賀
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

佐
賀
県
財
務
規
則
（
平
成
四
年
佐
賀
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
四
号
中
「
副
本
部
長
」
の
下
に
「
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
副
部
長
」
を
加
え
、

同
条
第
六
号
中
「
議
会
事
務
局
総
務
課
副
課
長
」
の
下
に
「
、
世
界
遺
産
登
録
推
進
室
長
」

を
加
え
、「
環
境
監
視
指
導
室
長
」
を
削
り
、「
、
基
礎
科
学
・
新
領
域
振
興
室
長
」
を
「
、

施
設
整
備
室
長
」
に
、
「
並
び
に
地
域
交
通
対
策
室
長
」
を
「
、
教
育
情
報
化
推
進
室
長
、

人
権
・
同
和
教
育
室
長
並
び
に
全
国
高
校
総
体
推
進
室
長
」
に
改
め
る
。 

「
自
治
修
習
所 

 

公
文
書
館 

」 


